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 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第３０号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項においてその

例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり医療機関を指定したので、生活保護

法第５５条の３第１号（中国残留邦人等支援法第１４条第４項においてその例による場合

を含む。）の規定により告示する。 

 

令和３年７月９日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

１ 診療所 

 

２ 薬局 

 

３ 訪問看護 

 

 

 

堺市告示第２４３号 

 

名称 所在地 指定年月日 

ひふみるクリニック 堺市中区新家町589－10 令和３年６月１日 

三木眼科医院 堺市西区鳳中町３－62－30 鳳ツイン

ビルＡ棟１階 

令和３年３月28日 

名称 所在地 指定年月日 

キリン薬局堺中店 堺市中区新家町589－７ 令和３年６月１日 

名称 所在地 指定年月日 

ヴィータ訪問看護ステ

ーション 

堺市北区金岡町2270－４ ＡＫマンシ

ョン103号 

令和３年６月１日 

訪問看護ステーション

阪南中央 北花田 

堺市北区北花田町４－93－６ プロシ

ードタチバナ202号室 

令和３年６月１日 

訪問看護ステーション

Ｓｔｏｒｙ 

堺市東区南野田236－２ マイオス102

号室 

令和３年６月１日 
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 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第３０号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項において

その例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり指定医療機関の廃止について届

出があったので、生活保護法第５５条の３第２号（中国残留邦人等支援法第１４条第４項

においてその例による場合を含む。）の規定により告示する。 

 

令和３年７月９日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

１ 診療所 

 

２ 歯科 

 

３ 薬局 

 

４ 訪問看護 

 

 

 

堺市告示第２４４号 

 

名称 所在地 廃止年月日 

三木眼科医院 堺市西区鳳中町３－62－30 鳳ツイン

ビルＡ棟１階 

令和３年３月27日 

名称 所在地 廃止年月日 

髙田歯科クリニック 堺市西区浜寺諏訪森町東２－112－24 平成30年２月20日 

名称 所在地 廃止年月日 

大友薬局北店 堺市堺区市之町東２－１－27 令和３年３月31日 

名称 所在地 廃止年月日 

訪問看護リハビリステ

ーション グローム大

阪北花田 

堺市北区北花田町４－93－６ プロシ

ードタチバナ202号室 

令和３年５月31日 
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 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第３０号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項において

その例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり指定医療機関の名称の変更につ

いて届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号（中国残留邦人等支援法第１４条

第４項においてその例による場合を含む。）の規定により告示する。 

 

令和３年７月９日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

 

 

 

堺市告示第２４５号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第３０号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項において

その例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり指定医療機関の所在地の変更に

ついて届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号（中国残留邦人等支援法第１４

条第４項においてその例による場合を含む。）の規定により告示する。 

 

令和３年７月９日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

変更前の名称 変更後の名称 所在地 変更年月日 

腫瘍クリニック がんクリニック 堺市堺区熊野町東４－４－19 

平成ビル３階 

令和３年５月１日 

名称 変更前の所在地 変更後の所在地 変更年月日 

ビーナス訪問看護

ステーション 

堺市北区中長尾町３－

４－18 

堺市北区東雲東町１－

６－23 宝永ビル１階 

令和３年５月１日 

ゆう訪問看護ステ

ーション 

堺市美原区北余部45－

23 ヤマイチ貸ビル３ 

堺市美原区北余部390－

２ 

令和３年５月１日 
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堺市告示第２４６号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項（中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第３０号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項に 

おいてその例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり介護機関を指定したので、 

生活保護法第５５条の３第１号（中国残留邦人等支援法第１４条第４項においてその例に

よる場合を含む。）の規定により告示する。 

 

令和３年７月９日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

 

 

 

堺市告示第２４７号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第

５０条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以下「中国残留邦人等支

 階   

訪問看護ステーシ

ョン心〈こころ〉 

堺市西区鳳南町５－531

－95 

堺市西区上630－11 令和３年４月12日 

ケアサービスはる

かぜ訪問看護ステ

ーション 

堺市西区草部230－４ 堺市西区鳳中町５－153

－１ ラウレア鳳201号 

令和３年２月１日 

事業の種類 事業所名称 所在地 指定年月日 

介護予防訪問看護 訪問看護ステーシ

ョンアーク 

堺市東区丈六203－38 令和３年３月１日 

訪問看護 訪問看護ステーシ

ョンアーク 

堺市東区丈六203－38 令和３年３月１日 
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援法」という。）第１４条第４項においてその例による場合を含む。）の規定に基づき、

次のとおり指定介護機関の廃止について届出があったので、生活保護法第５５条の３第２

号（中国残留邦人等支援法第１４条第４項においてその例による場合を含む。）の規定に

より告示する。 

 

令和３年７月９日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

 

 

 

事業の種類 事業所名称 所在地 廃止年月日 

介護予防居宅療養

管理指導 

大友薬局北店 堺市堺区市之町東２－１－27 令和３年３月31日 

居宅療養管理指導 大友薬局北店 堺市堺区市之町東２－１－27 令和３年３月31日 

訪問看護 訪問看護ステーシ

ョンアーク 

堺市北区北長尾町１－４－３ 

 北長尾マンション510 

令和３年２月28日 

介護予防訪問看護 訪問看護ステーシ

ョンアーク 

堺市北区北長尾町１－４－３ 

 北長尾マンション510 

令和３年２月28日 

特定介護予防福祉

用具販売 

介護ステーション

オルゴール 

堺市北区黒土町68－６ 令和３年６月30日 

特定福祉用具販売 介護ステーション

オルゴール 

堺市北区黒土町68－６ 令和３年６月30日 

介護予防福祉用具

貸与 

介護ステーション

オルゴール 

堺市北区黒土町68－６ 令和３年６月30日 

福祉用具貸与 介護ステーション

オルゴール 

堺市北区黒土町68－６ 令和３年６月30日 

訪問介護 ケアプラスヘルパ

ーステーション恵 

堺市中区八田北町419－１ 令和３年７月31日 

介護予防福祉用具

貸与 

株式会社セリオ 

大阪南営業所 

堺市北区百舌鳥梅町３－17－

４ 

令和３年６月30日 

福祉用具貸与 株式会社セリオ 

大阪南営業所 

堺市北区百舌鳥梅町３－17－

４ 

令和３年６月30日 
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堺市告示第２４８号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第

５０条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以下「中国残留邦人等支

援法」という。）第１４条第４項においてその例による場合を含む。）の規定に基づき、

次のとおり指定介護機関の名称の変更について届出があったので、生活保護法第５５条の

３第２号（中国残留邦人等支援法第１４条第４項においてその例による場合を含む。）の

規定により告示する。 

 

令和３年７月９日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

事業の種類 変更前の名称 変更後の名称 所在地 変更年月日 

介護予防居宅

療養管理指導 

医療法人医潤会  

腫瘍クリニック 

医療法人医潤会 

がんクリニック 

堺市堺区熊野町東

４－４－19 平成

ビル３階 

令和３年５月

１日 

居宅療養管理

指導 

医療法人医潤会  

腫瘍クリニック 

医療法人医潤会 

がんクリニック 

堺市堺区熊野町東

４－４－19 平成

ビル３階 

令和３年５月

１日 

介護予防通所

リハビリテー

ション 

医療法人医潤会  

腫瘍クリニック 

医療法人医潤会 

がんクリニック 

堺市堺区熊野町東

４－４－19 平成

ビル３階 

令和３年５月

１日 

通所リハビリ

テーション 

医療法人医潤会  

腫瘍クリニック 

医療法人医潤会 

がんクリニック 

堺市堺区熊野町東

４－４－19 平成

ビル３階 

令和３年５月

１日 

介護予防訪問

リハビリテー

ション 

医療法人医潤会  

腫瘍クリニック 

医療法人医潤会 

がんクリニック 

堺市堺区熊野町東

４－４－19 平成

ビル３階 

令和３年５月

１日 

訪問リハビリ

テーション 

医療法人医潤会  

腫瘍クリニック 

医療法人医潤会 

がんクリニック 

堺市堺区熊野町東

４－４－19 平成

ビル３階 

令和３年５月

１日 

介護予防訪問

看護 

医療法人医潤会  

腫瘍クリニック 

医療法人医潤会 

がんクリニック 

堺市堺区熊野町東

４－４－19 平成

ビル３階 

令和３年５月

１日 
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堺市告示第２４９号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第

５０条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以下「中国残留邦人等支

援法」という。）第１４条第４項においてその例による場合を含む。）の規定に基づき、

次のとおり指定介護機関の所在地の変更について届出があったので、生活保護法第５５条

の３第２号（中国残留邦人等支援法第１４条第４項においてその例による場合を含む。）

の規定により告示する。 

 

令和３年７月９日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

訪問看護 医療法人医潤会  

腫瘍クリニック 

医療法人医潤会 

がんクリニック 

堺市堺区熊野町東

４－４－19 平成

ビル３階 

令和３年５月

１日 

事業の種類 名称 変更前の所在地 変更後の所在地 変更年月日 

訪問看護 訪問看護ステー

ション心〈ここ

ろ〉 

堺市西区鳳南町５

－531－95 

堺市西区上630－11 令和３年４月

12日 

介護予防訪問

看護 

訪問看護ステー

ション心〈ここ

ろ〉 

堺市西区鳳南町５

－531－95 

堺市西区上630－11 令和３年４月

12日 

介護予防訪問

看護 

ゆう訪問看護ス

テーション 

堺市美原区北余部

45－23 ヤマイチ

貸ビル３階 

堺市美原区北余部

390－２ 

令和３年５月

１日 

訪問看護 ゆう訪問看護ス

テーション 

堺市美原区北余部

45－23 ヤマイチ

貸ビル３階 

堺市美原区北余部

390－２ 

令和３年５月

１日 

居宅介護支援 ＮＰＯ法人アイ 

・プランニング 

堺市西区鳳東町５

－466－20 

堺市西区津久野町

２－11－22 

令和３年５月

１日 
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介護予防訪問

サービス 

ＡＳ合同会社 

訪問介護花笑み 

堺市堺区熊野町東

２－１－18 ウイ

ンドヴァリィⅠ番

館301号 

堺市堺区桜之町東

２－１－９ 

令和３年４月

１日 

訪問介護 ＡＳ合同会社 

訪問介護花笑み 

堺市堺区熊野町東

２－１－18 ウイ

ンドヴァリィⅠ番

館301号 

堺市堺区桜之町東

２－１－９ 

令和３年４月

１日 

介護予防訪問

入浴介護 

訪問入浴きらら 堺市中区 之849 堺市中区深井清水

町3601 106号 

令和３年５月

１日 

訪問入浴介護 訪問入浴きらら 堺市中区 之849 堺市中区深井清水

町3601 106号 

令和３年５月

１日 

居宅介護支援 ケアプランセン

ターきらら 

堺市中区深阪４－

18－15 

堺市中区深井清水

町3601 106号 

令和３年５月

１日 

介護予防訪問

サービス 

ケアサポートお

はな 

堺市中区深井中町

761－３ 

堺市中区深井北町

757－３ レグルス

深井305 

令和３年２月

18日 

訪問介護 ケアサポートお

はな 

堺市中区深井中町

761－３ 

堺市中区深井北町

757－３ レグルス

深井305 

令和３年２月

18日 

居宅介護支援 ケアプランセン

ターひな 

堺市東区白鷺町１

－12－29 金恵荘

１階 

堺市東区白鷺町２

－３ Ｂ９棟Ｓ４

号室 

令和３年２月

19日 

居宅介護支援 ビーナスケアプ

ランセンター堺 

堺市堺区田出井町

１－１ ベルマー

ジュ堺２階（0210

区画） 

堺市北区東雲東町

１－６－23 宝永

ビル１階 

令和３年５月

１日 

福祉用具貸与 ビーナス福祉用

具サポート 

堺市堺区田出井町

１－１ ベルマー

ジュ堺２階（0210

区画） 

堺市北区東雲東町

１－６－23 宝永

ビル１階 

令和３年５月

１日 

介護予防福祉

用具貸与 

ビーナス福祉用

具サポート 

堺市堺区田出井町

１－１ ベルマー

ジュ堺２階（0210

区画） 

堺市北区東雲東町

１－６－23 宝永

ビル１階 

令和３年５月

１日 

特定介護予防

福祉用具販売 

ビーナス福祉用

具サポート 

堺市堺区田出井町

１－１ ベルマー

ジュ堺２階（0210  

堺市北区東雲東町

１－６－23 宝永

ビル１階 

令和３年５月

１日 
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堺市告示第２５０号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項にお

いてその例による場合を含む。）の規定に基づき、次のとおり施術機関を指定したので、

生活保護法第５５条の３第１号（中国残留邦人等支援法第１４条第４項においてその例に

よる場合を含む。）の規定により告示する。 

 

令和３年７月９日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

１ はり・きゅう 

 

２ 柔道整復 

  区画）   

特定福祉用具

販売 

ビーナス福祉用

具サポート 

堺市堺区田出井町

１－１ ベルマー

ジュ堺２階（0210

区画） 

堺市北区東雲東町

１－６－23 宝永

ビル１階 

令和３年５月

１日 

施術者 施術所名 所在地 指定年月日 

梅田 春輝 クレアーレ鍼灸院 堺市北区東浅香山町３－15－15 令和３年５月１日 

成安 世那 たなか鍼灸整骨院 堺市北区黒土町2323－１ スー

パーサンプラザ敷地内 

令和３年５月24日 

椿 奈保子 たなか鍼灸整骨院 堺市北区黒土町2323－１ スー

パーサンプラザ敷地内 

令和３年３月31日 

木村 俊介 水野鍼灸院 堺市中区深井清水町3216 令和３年６月１日 

施術者 施術所名 所在地 指定年月日 

中村 亮太 もみあげ整骨院 堺市堺区向陵中町２－６－２ 

吉田ビル１Ｆ 

令和３年５月18日 
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堺市告示第２５１号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項において準用する同法第５０

条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以下「中国残留邦人等支援法」

という。）第１４条第４項においてその例による場合を含む。）の規定に基づき、次のと

おり指定施術機関の廃止について届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号（中

国残留邦人等支援法第１４条第４項においてその例による場合を含む。）の規定により告

示する。 

 

令和３年７月９日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

１ はり・きゅう 

 

 

 

堺市告示第２５２号 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）第５９条第１項の規定に基づき、次の医療機関を同法第５４条第２項に規定する指

定自立支援医療機関（精神通院医療）として指定したので、同法第６９条第１号の規定に

より告示する。 

 

令和３年７月９日 

三好 章弘 みよし整骨院 堺市堺区南安井町６－２－18 

サンシャイン堺東１Ｆ 

令和３年６月１日 

施術者 施術所名 所在地 廃止年月日 

名古屋 晴樹 クレアーレ鍼灸院 堺市北区東浅香山町３－15－15 令和３年４月１日 

殿村 謙太 たなか鍼灸整骨院 堺市北区黒土町2323－１ 令和３年３月31日 
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堺市長 永 藤 英 機    

 

 

 

 

堺市告示第２５３号 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）第６０条第１項の規定に基づき、次の医療機関について、同法第５４条第２項に規

定する指定自立支援医療機関（精神通院医療）として指定を更新したので、同法第６９条

第１号の規定により告示する。 

 

令和３年７月９日 

医療機関名 医療機関所在地 種別 指定年月日 

エムケー薬局 堺市中区深井清水町3285 ス

ギモトビル１階 

薬局 令和３年４月１日 

ホームケア薬局 堺市西区上野芝向ヶ丘町６－

１－34 

薬局 令和３年５月１日 

 

エコ薬局 鳳公園前店 堺市西区鳳南町３－218－１ 

シャーメゾンプレベネッセ102

号 

薬局 令和３年５月１日 

ソフィア訪問看護ステ

ーション堺中央 

堺市中区深井沢町3118 ＭＳ

セカンドビル２階 

訪問看護 令和３年５月１日 

ウエルシア薬局 堺深

井中町店 

堺市中区深井中町1971－１ 薬局 令和３年６月１日 

訪問看護ステーション

阪南中央 北花田 

堺市北区北花田町４－93－６ 

 プロシードタチバナ202号室 

訪問看護 令和３年６月１日 

訪問看護ステーション

Story 

堺市東区南野田236－２ マイ

オス102号室 

訪問看護 令和３年６月１日 

Ans訪問看護ステーシ

ョン 

堺市北区大豆塚町１－24－21

－101 

訪問看護 令和３年６月１日 

Lino訪問看護ステーシ

ョン 

堺市堺区香ヶ丘町２－６－３ 訪問看護 令和３年６月１日 
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堺市長 永 藤 英 機    

 

 

 

 

堺市告示第２５４号 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）第６４条の規定に基づき、次のとおり指定自立支援医療機関（精神通院医療）の所

在地の変更について届出があったので、同法第６９条第２号の規定により告示する。 

 

令和３年７月９日 

医療機関名 医療機関所在地 種別 更新年月日 

ペガサスロイヤルクリ

ニック 

堺市西区浜寺石津町東１－３

－31 

病院・診療所 令和３年５月１日 

みやわき診療所 堺市中区東山733－２ 病院・診療所 令和３年５月１日 

カイセイ薬局 堺市西区津久野町１－９－11 薬局 令和３年５月１日 

東和薬局 堺市中区深井中町1249－１ 薬局 令和３年５月１日 

中島薬局 三国ヶ丘店 堺市堺区向陵西町４－11－15 

 三国ヶ丘駅前ビル１階 

薬局 令和３年５月１日 

太田医院 堺市南区三原台１－２－２ 

マスターズステージ泉ヶ丘１

階 

病院・診療所 令和３年６月１日 

オレンジ薬局 石津町

店 

堺市西区浜寺石津町３－14－

15 

薬局 令和３年６月１日 

ツバキ薬局 堺市西区津久野町１－17－30 薬局 令和３年６月１日 

あい薬局 堺市西区津久野町１－12－１ 薬局 令和３年６月１日 

戎漢方薬局 堺市堺区中安井町１－３－18 薬局 令和３年６月１日 

あっと訪問看護ステー

ション 

堺市堺区桜之町西２－１－18 訪問看護 令和３年６月１日 

訪問看護ステーション

あおぞら 

堺市堺区榎元町３－２－８ 

加賀ハイツ210号 

訪問看護 令和３年６月１日 
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堺市長 永 藤 英 機    

 

 

 

 

堺市告示第２５５号 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路の区域を次のよう

に変更して、告示の日から供用を開始する。 

その関係図面は、堺市建設局土木部路政課において、告示の日から１４日間、一般の縦

覧に供する。 

 

令和３年７月９日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

１ 道 路 の 種 類  府道 

 

２ 路 線 名  別紙調書のとおり 

 

３ 敷地の幅員及びその延長  別紙調書のとおり 

 

４ 供 用 開 始 の 区 間  別紙調書のとおり 

  

区分 医療機関名 医療機関所在地 種別 変更年月日 

変更前 ケアサービスはるか

ぜ 訪問看護ステー

ション 

堺市西区草部230－４ 訪問看護 令和３年２月

１日 

変更後 
堺市西区鳳中町５－153－１－

201 

変更前 訪問看護ステーショ

ン心〈こころ〉 

堺市西区鳳南町５－531－95 訪問看護 令和３年４月

12日 
変更後 堺市西区上630－11 

変更前 訪問看護ステーショ

ンｉスマイル 

堺市堺区向陵東町１－９－24 訪問看護 令和３年６月

１日 

変更後 
堺市堺区向陵中町４－４－32 

 チボリビル３階 
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堺市公告第３８９号 

 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定に基づき、次の

とおり変更の届出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に

より公告するとともに、届出書類については、公告の日から４か月間、堺市産業振興局商

工労働部商業流通課及び北区役所企画総務課市政情報コーナーにおいて縦覧に供する。 

 また、大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき、意見を有する者は、この公

告の日から４か月以内に堺市産業振興局商工労働部商業流通課に意見書を提出することが

できる。なお、提出された意見書については、その概要を公告するとともに、縦覧に供す

る。 

 

   令和３年７月９日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  フレスポしんかな 

  堺市北区新金岡町五丁1000番地 ほか 

 

２ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

  大阪府住宅供給公社 

  理事長 山下 久佳 

  大阪市中央区今橋２丁目３番21号 

   

３ 変更事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名 

  （変更前）大阪府住宅供給公社 

       理事長 堤 勇二 

大阪市中央区今橋２丁目３番21号 

（変更後）大阪府住宅供給公社 

       理事長 山下 久佳 

公  告 
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大阪市中央区今橋２丁目３番21号 

 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては代表者の氏名 

 

４ 変更年月日 

(1)令和２年４月１日 

(2)平成28年８月21日 

 

５ 届出年月日 

令和３年６月25日 


